
対象者に

※１か月あたり６枚を交付します。
※助成額（500円）を超える金額については自己負担となります。

の助成券

令和６年４月１日（月）～

乗り場または降り場どちらかが

嘉手納町内

対象となる方
以下の全ての条件に該当する方が対象になります。

■７０歳以上のみの世帯の方

※同世帯に70歳未満の方がいても、その方が免許を持っていない場合は「70歳以上のみの
世帯」とみなす場合があります。詳しくはご相談ください。

■１年以上前から嘉手納町に在住の方

■他の移動支援サービスを利用していない方（嘉手納町高齢者外出支援事業など）

■自家用車を保有していない世帯の方

■ご自身でタクシーの乗り降りができる方

■町民税非課税世帯の方

株式会社
TEL:098-956-2215

比謝川タクシー

※嘉手納町役場福祉課窓口までお越しください。※手続きには印鑑が必要です。

を交付します！

嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係 ☎：098-956-1111（内線：12８または12７）

【お問い合わせ先】

助成券を利用できるタクシー会社

申請受付開始日

利用できる区間

１枚

500円

嘉手納町では、高齢になっても元気で暮らし続けられるまちづくりの

実現に向け、タクシー料金助成事業を行います。

※助成券は１回の乗車につき、１枚限りのご利用です。

比謝川タクシー
で使えます


